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現場技術委託業務共通仕様書

目 次 「略」

第１条

～ 「略」

第５条

第６条 前払金の請求

受託者は、契約書第20条の２の規定による前払金を請求する場合は、前払金

請求書（様式－４）を提出しなければならない。

また、前払金の請求は契約締結後及び工事の進捗が50パーセントを超えたと

き、それぞれ委託料の10分の３以内の額を請求することができるものとする。

第７条 受託者の任務

受託者は、契約書及びこの共通仕様書に基づき業務を履行しなければならな

い。

２ 受託者は、その担当する工事の建設工事請負契約書、設計書及び仕様書の内容

に十分精通していなければならない。

３ 受託者は、建設工事請負契約書第９条に規定する監督職員ではなく、承諾、協議

及び確認の適否等を行う権限は有しない。ただし、建設工事共通仕様書、各種示

方書、指針等に基づき、工事の施工管理及び安全管理に留意し、必要に応じて指

導、助言を行うものとする。

４ 高知県建設工事監督規程第16条、18条に規定する、監督職員がやむを得ず立

ち会いができない場合に、監督職員の指示を受け確認を行わなければならない。

ただし、検査に該当する確認はできないものとする。

現場技術委託業務共通仕様書

目 次 「略」

第１条

～ 「略」

第５条

第６条 前払金の請求

受託者は、契約書第20条の２の規定による前払金を請求する場合は、前払金

請求書（様式－４）を提出しなければならない。

また、前払金の請求は契約締結後と工事の進捗が50パーセントを超えたと

き、それぞれ、委託料の10分の３以内の額を請求することができるものとする。

第７条 受託者の任務

受託者は、契約書及びこの共通仕様書に基づき業務を履行しなければなら

ない。

２ 受託者は、その担当する工事の建設工事請負契約書、設計書及び仕様書の内

容に十分精通していなければならない。

３ 受託者は、建設工事請負契約書第９条に規定する監督職員ではなく、指示、承

諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。

４ 高知県建設工事監督規程第１６条、１８条に規定する、監督職員がやむを得ず

立ち会いができない場合に、監督職員の指示を受け確認を行わなければならな

い。ただし、検査に該当する確認はできないものとする。
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第８条

（１）

～ 「略」

（３）

（４）段階確認の実施

監督職員に代わり立ち会い確認を行ったときは、その確認内容を監督職員に

報告しなければならない。

（５）検測

工事の施工が設計図書に示す所定の出来形及び品質を確保するため検測

を行った場合は［削除］ 、その結果を監督職員に報告するものとする。

（６） 「略」

（７）写真記録等

水中若しくは地下に埋設する工事その他完成後外部から明視できなくなる箇

所又は重要な箇所を確認するときは、写真に記録して監督職員に報告しなけれ

ばならない。

（８）

～ 「略」

（９）

（10）検査の立ち会い
工事に関わる工事検査において、検査員の指導、指示事項を記録して監督

職員に報告しなければならない。

第８条

（１）

～ 「略」

（３）

（４）段階確認等の実施

監督職員に代わり立ち会い、確認を行った後は、工事受注者から監督職員へ

段階確認実施表の提出により適否の判断を受けなければならない。

（５）検測

工事の施工が設計図書に示す所定の出来形及び品質を確保するため検測

を行った場合はその成果を監督職員に提出するものとする。

また、その結果不適合又はそのおそれがあると認められる場合は、その結

果を監督職員に報告しなければならない。

（６） 「略」

（７）写真記録等

水中若しくは地下に埋設する工事その他完成後外部から明視できなくなる箇

所又は重要な箇所を確認するときは、業務処理結果記録簿（様式－５）を作成

しなければならない。

（８）

～ 「略」

（９）

（１０）検査の立ち会い

工事に関わる工事検査において、検査員の指導、指示事項を業務処理結果

記録簿（様式－５）に記録して監督職員に報告しなければならない。
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第９条 書面の報告

受託者は、監督職員に報告を行う［削除］ときは、別に様式の定めがある場合を除

き、業務処理結果記録簿（様式－５）を作成して報告しなければならない。

第10条
～ 「略」

第11条

第９条 書面の報告

受託者は、監督職員に報告を行う必要があるときは、別に様式の定めがある場

合を除き、業務処理結果記録簿（様式－５）を作成して報告しなければならな

い。

第10条
～ 「略」

第11条
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様式－１

管理技術者及び現場技術員届

［削除］ 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者 住 所

氏 名 ［削除］

様式－１

管理技術者及び現場技術員届

令和 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者 住 所

氏 名 印

委託業務名

委 託 番 号

委 託 料 ￥

管理技術者

フリガナ

氏 名 生年月日 ［削除］ 年 月 日

資 格 等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。

現場技術員

フリガナ

氏 名 生年月日 ［削除］ 年 月 日

資 格 等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。

委託業務名

委 託 番 号

委 託 料 ￥

管理技術者

フリガナ

氏 名 生年月日 Ｓ・Ｈ 年 月 日

資 格 等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。

現場技術員

フリガナ

氏 名 生年月日 Ｓ・Ｈ 年 月 日

資 格 等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。
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様式－２

管理技術者及び現場技術員変更届

［削除］ 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者 住 所

氏 名 ［削除］

下記の委託業務について、管理技術者及び現場技術員を変更します。

記

様式－２

管理技術者及び現場技術員変更届

令和 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者 住 所

氏 名 印

下記の委託業務について、管理技術者及び現場技術員を変更します。

記

委託業務名

委託番号

委託料

管

理

技

術

者

変更前

フリガナ

氏 名

変更後

フリガナ

氏 名 生年月日 ［削除］ 年 月 日

資格等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。

現

場

技

術

員

変更前

フリガナ

氏 名

変更後

フリガナ

氏 名 生年月日 ［削除］ 年 月 日

資格等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。

委託業務名

委託番号

委託料

管

理

技

術

者

変更前

フリガナ

氏 名

変更後

フリガナ

氏 名 生年月日 Ｓ・Ｈ 年 月 日

資格等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。

現

場

技

術

員

変更前

フリガナ

氏 名

変更後

フリガナ

氏 名 生年月日 Ｓ・Ｈ 年 月 日

資格等

健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。
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様式－３

［削除］ 年 月 日

○○○林業事務所長 様

（受託者）住 所

氏 名 ［削除］

着 手 届

下記の業務について、［削除］ 年 月 日に着手しました。

記

様式－３

令和 年 月 日

○○○林業事務所長 様

（受託者）住 所

氏 名 印

着 手 届

下記の業務について、令和 年 月 日に着手しました。

記

委託業務名

委託番号

履行期間

自 ［削除］ 年 月 日

至 ［削除］ 年 月 日

委託料 ￥

契約年月日

委託業務名

委託番号

履行期間

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

委託料 ￥

契約年月日
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様式－４

前 払 金 請 求 書

￥

但し

委託業務

（第 号）の委託料￥ に対する前払金

口 座 振 込 先

株式会社 銀行 店

口 座 番 号

上記のとおり請求します。

［削除］ 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者

住 所

氏 名 印

様式－４

前 払 金 請 求 書

￥

但し

委託業務

（第 号）の委託料￥ に対する前払金

口 座 振 込 先

株式会社 銀行 店

口 座 番 号

上記のとおり請求します。

令和 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者

住 所

氏 名 印

原 本 添 付 書 類 名 保管責

任者印

出納員等

確 認 印年 月 日第 号支出

負 担 行 為 決 議 書

原 本 添 付 書 類 名 保管責

任者印

出納員等

確 認 印年 月 日第 号支出

負 担 行 為 決 議 書

以下は、押印を省略した場合に記載すること。

発行責任者 （連絡先 ）

担当者 （連絡先 ）

※ 発行責任者と担当者は同一人物でも可
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様式－５

業務処理結果記録簿

管理技術者： ［削除］

現場技術員： ［削除］

［削除］ 年 月 日 曜日 天候

（注）必要な写真等を貼付のこと。

様式－５

業務処理結果記録簿

管理技術者： 印

現場技術員： 印

令和 年 月 日 曜日 天候

（注）必要な写真貼付のこと

専任監督員 主任監督員 工事監督員

工事名 実 施 業 務 の 内 容 報 告 内 容

専任監督員 主任監督員 工事監督員

工事名 実 施 業 務 の 内 容 報 告 内 容
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様式－６

現 場 技 術 員 業 務 日 誌

管理技術者： ［削除］

現場技術員： ［削除］

＊場所欄には工事現場等と記入（複数記入可）

＊現場の状況欄には当日の現場で行っていた作業内容を記入、現場以外の場所で用務 を行った場合は用務の内容を記入

＊確認の内容欄には、現場技術員が行った段階確認等の内容を記入する。

＊進捗率欄には進捗率を記入する。（小数点以下第２位を四捨五入して１位止めとする。）

様式－６

現 場 技 術 員 業 務 日 誌

管理技術者： 印

現場技術員： 印

＊場所欄には工事現場等と記入（複数記入可）

＊現場の状況欄には当日の現場で行っていた作業内容を記入、現場以外の場所で用務 を行った場合は用務の内容を記入

＊確認の内容欄には、現場技術員が行った段階確認等の内容を記入する。

＊進捗率欄には進捗率を記入する。（小数点以下第２位を四捨五入して１位止めとする。）

専任監督員 主任監督員 工事監督員

［削除］ 年 月 日

委託業務名

履行場所

履行期間

対象工事の工期

年 月 日 曜日 場所 現場の状況 確認の内容

進捗率 ％

専任監督員 主任監督員 工事監督員

令和 年 月 日

年 月 日 曜日 場所 現場の状況 確認の内容

進捗率 ％

委託業務名

履行場所

履行期間

対象工事の工期
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様式－７ 様式－７

委託業務完了報告書

工事 現場技術委託業務（第 号）

上記委託業務は［削除］ 年 月 日業務が完了しましたので報告します。

［削除］ 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者 住所

氏名 ［削除］

委託業務完了報告書

工事 現場技術委託業務（第 号）

上記委託業務は令和 年 月 日業務が完了しましたので報告します。

令和 年 月 日

○○○林業事務所長 様

受託者 住所

氏名 印
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別表 「略」

付則

この共通仕様書は平成21年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成21年 ６月10日から施行する。

この共通仕様書は平成22年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成23年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成23年12月20日から施行する。

この共通仕様書は平成24年10月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成28年 ９月15日から施行する。

この共通仕様書は令和 ３年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は令和 ４年 ４月 １日から施行する。

別表 「略」

付則

この共通仕様書は平成21年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成21年 ６月10日から施行する。

この共通仕様書は平成22年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成23年 ４月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成23年12月20日から施行する。

この共通仕様書は平成24年10月 １日から施行する。

この共通仕様書は平成28年 9月15日から施行する。

この共通仕様書は令和 3年 4月 1日から施行する。


